
掲
載
議
案

候
補
１

朝
の
子
供
の
居
場
所
づ
く
り
試
行
実
施
や
特
別
支
援
学
級
の

新
規
開
設
な
ど
を
実
施

【
第
１
号
】
令
和
７
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

【
主
な
事
業
内
容
】

補正額

（内訳）

○○○千円

○○費
○○○千円

○○費
○○○千円

○○費
○○○千円

○○費
○○○千円

訪
問
型
家
事
・
育
児
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
事
業
を
継
続
し
て
実
施

妊
産
婦
に
対
し
て
家
事
や
育
児
の
支
援
を
す
る
こ
と
で
育
児
負
担
の
軽
減
に
つ
な

げ
、
ち
ょ
っ
と
し
た
相
談
相
手
に
も
な
れ
る
訪
問
型
の
家
事
・
育
児
支
援
サ
ー
ビ
ス

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
令
和
８
年
度
の
事
業
実
施
に
あ
た
り
事
業
者
の
選
定
及
び
契

約
の
時
期
を
早
め
、
安
全
面
や
質
の
確
保
を
し
た
継
続
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま

す
。

小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
か
か
る
医
療
事
業
費
を
補
正

希
少
疾
病
に
対
す
る
高
額
薬
剤
の
導
入
等
に
伴
い
、
１
人
当
た
り
の
医
療
費
が
上

昇
し
て
い
る
こ
と
や
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
の
医
療
費
は
個
々
の
症
例
や
治
療

内
容
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
こ
と
な
ど
か
ら
当
初
予
算
額
を
上
回
る
見
込
み
で
あ

る
た
め
補
正
を
行
う
も
の
で
す
。

朝
の
子
供
の
居
場
所
づ
く
り
を
試
行
実
施

朝
、
保
護
者
が
出
勤
時
間
に
間
に
合
わ
な
い
な
ど
の
理
由
で
、
子
供
だ
け
で
過
ご

す
時
間
が
で
き
て
し
ま
う
児
童
に
対
し
、
学
校
内
で
安
心
し
て
過
ご
す
こ
と
が
で
き

る
見
守
り
事
業
を
一
部
の
小
学
校
で
試
行
実
施
し
ま
す
。

【
事
業
概
要
】

●
実
施
校
・
・
・
・
法
典
東
小
、
葛
飾
小
、
中
野
木
小
、
習
志
野
台
第
一
小

塚
田
南
小

●
対
象
・
・
・
・
・
全
学
年
の
児
童
（
事
前
登
録
制
）

●
実
施
期
間
・
・
・
令
和
８
年
３
月
２
日
～
令
和
９
年
３
月
31
日

●
実
施
日
・
・
・
・
平
日
（
春
・
夏
・
冬
季
休
業
期
間
を
含
む
）

※

土
日
祝
日
・
年
末
年
始
、
休
校
日
等
を
除
く

●
実
施
時
間
・
・
・
午
前
７
時
～
始
業
時
刻
（
三
季
休
業
中
は
午
前
７
時
～
９
時
）

●
実
施
場
所
・
・
・
放
課
後
ル
ー
ム
、
船
っ
子
教
室
な
ど

●
過
ご
し
方
・
・
・
読
書
、
自
習
な
ど

●
実
施
体
制
・
・
・
常
時
３
名
の
見
守
り
員
を
配
置
（
委
託
）

●
保
護
者
負
担
・
・
利
用
料
無
料

（
補
正
額
：
●
●
●
千
円
）

（
補
正
額
：
●
●
万
●
千
円
）

薬
円
台
南
小
学
校
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
置

教
育
環
境
の
改
善
を
図
る
た
め
、
薬
円
台
南
小
学
校
の
校
舎
へ
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

を
設
置
し
ま
す
。

（
補
正
額
：
●
●
万
●
千
円
）

物
価
高
騰
に
伴
う
学
校
給
食
の
食
材
料
費
の
不
足
に
対
応

物
価
高
騰
に
伴
う
米
価
の
上
昇
に
よ
り
食
材
料
費
の
不
足
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か

ら
、
不
足
額
を
補
正
す
る
も
の
で
す
。

●
補
正
額
内
訳

小

学

校

３
５
３
７
万
８
千
円

中

学

校

１
６
６
１
万
３
千
円

特
別
支
援
学
校

３
２
万
５
千
円

イ
ラ
ス
ト
等

（
補
正
額
：
●
●
●
万
●
千
円
）
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令
和
８
年
４
月
の
特
別
支
援
学
級
の
新
規
開
設
や
、
特
別
支
援
学
級
設
置
校
の

学
級
数
の
増
加
に
伴
う
教
室
の
改
修
等
を
行
い
ま
す
。

●
自
閉
症
・
情
緒
障
害
特
別
支
援
学
級
（
新
規
開
設
）

高
根
小
、
法
典
小
、
七
林
小
、
三
山
東
小
、
高
郷
小
、
船
橋
中
、
三
山
中

●
学
級
数
の
増
加
に
よ
り
修
繕
等
が
必
要
な
学
校

丸
山
小
、
法
典
西
小
、
行
田
西
小
、
行
田
中
、
御
滝
中

特
別
支
援
学
級
の
新
規
開
設
お
よ
び
学
級
数
増
加
に
よ
る

教
室
の
改
修
を
実
施

（
補
正
額
：
●
●
●
万
●
千
円
）

都
市
計
画
道
路
３
・
３
・
７
号
線
の
地
下
横
断
施
設
整
備
工
事
の

請
負
契
約
を
締
結

【
第
５
号
】
都
市
計
画
道
路
３
・
３
・
７
号
線
地
下
横
断
施
設
整
備
工
事

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

４
車
線
を
有
す
る
都
市
計
画
道
路
３
・
３
・
７
号
線
を
横
断
す
る
際
の
歩
行
者
の
安

全
確
保
と
移
動
円
滑
化
を
目
的
と
し
て
、
地
下
横
断
施
設
の
整
備
を
行
い
ま
す
。

●
契
約
金
額

10
億
１
３
４
３
万
円

●
工
事
場
所

海
神
２
丁
目
２
２
６
番
10
地
先

●
工

期

本
契
約
締
結
日
の
翌
日
か
ら
令
和
11
年
９
月
28
日

史
跡
取
掛
西
貝
塚
保
存
の
た
め
の
用
地
を
取
得

【
第
８
号
】
史
跡
取
掛
西
貝
塚
保
存
用
地
の
取
得
に
つ
い
て

史
跡
取
掛
西
貝
塚
保
存
活
用
計
画
に
基
づ
き
、
史
跡
を
恒
久
的
に
保
存
し
未
来
へ

継
承
す
る
た
め
、
国
史
跡
指
定
地
に
つ
い
て
土
地
所
有
者
の
同
意
を
得
な
が
ら
公
有

地
化
を
進
め
ま
す
。

●
面

積

５
８
１
５
．
７
２
平
方
メ
ー
ト
ル

掲
載
議
案

候
補
２

掲
載
議
案

候
補
３



市
施
設
の
指
定
管
理
者
を
選
定

中
央
公
民
館
・
市
民
文
化
ホ
ー
ル
大
規
模
改
修
機
械
設
備
工
事
の

請
負
契
約
を
締
結

【
第
25
号
】
中
央
公
民
館
・
市
民
文
化
ホ
ー
ル
大
規
模
改
修
機
械
設
備

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

竣
工
か
ら
48
年
が
経
過
し
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
外
壁
改
修
、
屋
上

防
水
改
修
等
に
加
え
、
空
調
設
備
改
修
、
消
防
用
設
備
改
修
等
を
行
い
ま
す
。

●
主
な
工
事
範
囲

空
気
調
和
設
備
、
換
気
設
備
、
排
煙
設
備
、

給
水
設
備
、
排
水
設
備
、
消
火
設
備

等

●
契
約
金
額

12
億
８
５
９
０
万
円

●
工

期

本
契
約
締
結
日
の
翌
日
か
ら
令
和
９
年
12
月
28
日

●
工
事
に
よ
る
休
館
期
間

令
和
７
年
12
月
か
ら
令
和
10
年
１
月
ま
で

掲
載
議
案

候
補
４

【
第
10
号
】
身
体
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
若
葉
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

指
定
管
理
者

社
会
福
祉
法
人
千
葉
県
福
祉
援
護
会

指
定
期
間

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
13
年
３
月
31
日
ま
で

【
第
13
号
】
歯
科
診
療
所
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

指
定
管
理
者

公
益
社
団
法
人
船
橋
歯
科
医
師
会

指
定
期
間

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
13
年
３
月
31
日
ま
で

【
第
16
号
】
ア
ン
デ
ル
セ
ン
公
園
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

指
定
管
理
者

公
益
財
団
法
人
船
橋
市
公
園
協
会

指
定
期
間

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
13
年
３
月
31
日
ま
で

【
第
15
号
】
勤
労
市
民
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

指
定
管
理
者

公
益
財
団
法
人
船
橋
市
中
小
企
業
勤
労
者
福
祉

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

指
定
期
間

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
13
年
３
月
31
日
ま
で

【
第
20
号
】
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
及
び
茶
華
道
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者

の
指
定
に
つ
い
て

指
定
管
理
者

公
益
財
団
法
人
船
橋
市
公
園
協
会

指
定
期
間

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
13
年
３
月
31
日
ま
で

掲
載
議
案

候
補
５

主
な
施
設
の
指
定
管
理
者
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
す
。


